
告 示

�愛媛県告示第３０６号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそ

れのある図書類等として指定する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等
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種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑 誌 １９‐０９１ ＡＶフリーク 平成２０年３月１
日発行

� ジ ェ イ ・ デ ィ ー ・
メ デ ュ ー サ 著しく性的感情を刺激し、青少年

の健全な育成を阻害するおそれが

ある。〃 １９‐０９２ 【ィヨウ！】 ＹＯ！ ３ 月 号 � 大 洋 図 書

〃 １９‐０９３ 制服ドッピュン Ｖｏｌ．１ 平成２０年３月２０
日発行 � 一 水 社

〃 １９‐０９４ 好きにしてッ！ れもん組 ２００８年３月１０日
発行 富 士 美 出 版 �

〃 １９‐０９５ 突撃エロまん！ 平成２０年３月１０
日発行 � 一 水 社

〃 １９‐０９６ ニャン２倶楽部 ３ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １９‐０９７ ニャン２倶楽部Ｚ ３ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １９‐０９８ ビデオメイト ＤＸ 平成２０年３月１
日発行 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １９‐０９９ 別冊 投稿キングＬｉｍｉｔｅｄ ３ 月 号 ワ イ レ ア 出 版 �

〃 １９‐１００ ベストビデオ スーパードキュメント ３ 月 号 三 和 出 版 �

〃 １９‐１０１ リアル・ライノ ２００８年３月５日
発行 富 士 美 出 版 �

〃 １９‐１０２ 人妻 新鮮組 ３ 月 号 竹 書 房

〃 １９‐１０３ 漫画ローレンス ３ 月 号 � 綜 合 図 書

〃 １９‐１０４ 愛の体験 Ｓｐｅｃｉａｌ デラックス ３ 月 号 竹 書 房

毎週（火・金）曜日発行 第１９４４号 平成２０年３月７日

平成２０年３月７日金曜日 第１９４４号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第３０７号
国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８８条第１項の規定に

より、愛媛県国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の定数を次の

とおり定め、平成２０年４月１日から施行し、愛媛県国民健康保険診

療報酬審査委員会委員の定数（平成１０年１２月愛媛県告示第１５３２号）

は、平成２０年３月３１日限り、廃止する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から４

月間縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ新居浜本店 新居浜市上泉町甲１９
６６－１外 大規模小売店舗の名称 マルナカ新居浜店 マルナカ新居浜本店 平成１９年

１１月１１日
平成２０年
２月１日

株式会社マルナカ
株式会社スイートガ

〃 １９‐１０５ コミックアムール ３ 月 号 サ ン 出 版

〃 １９‐１０６ レディースコミック スペシャルアヤ ３ 月 号 宙 出 版

〃 １９‐１０７ レディースコミック タブー ３ 月 号 三 和 出 版 �

〃 １９‐１０８ レディースコミック 微熱 ３ 月 号 セ ブ ン 新 社

ビデオ
テープ １９‐１０９ あぁ三十路 ＦＳＣ－０１ マ ダ ム 探 偵 局

〃 １９‐１１０ 美少女遊戯４ ＢＹ－００４ グ ラ ビ ス

〃 １９‐１１１ おなっ娘 ２ ＯＮＹ－０８ 秘 め 事 倶 楽 部

〃 １９‐１１２ 中だし妊娠必至四十路熟女 Ｎ－３ 亜 鉛

〃 １９‐１１３ プライベートＳＥＸ流出映像Ｖｏｌ．４ 超美形美乳
敏感コス娘 ＰＳＲＶ－０４ プライベートサークル

〃 １９‐１１４ 義母性本能 ～過ちに溺れて～ ＭＮ－０４０ � Ｔ Ｍ Ｃ

ＤＶＤ １９‐１１５ グラビア美少女オイル卑猥マッサージ ＰＡＲＴ２ ＨＨＨＤ－５９ ベリーベリープラス工房

〃 １９‐１１６ 極上 ソープランド � 流出 ＳＬＴＤ－０９ シ ー ア ー ク �

〃 １９‐１１７ 熟せん 熟女厳選ファイル� 星川奈美 ＫＫＤ－０４ 寿 屋

〃 １９‐１１８ 地下流出 ハメ逃げされた少女たち Ｖｏｌ．２ わ
かな ＤＣＲＹ－０２ 地 下 流 出 研 究 会

〃 １９‐１１９ 淫らな若妻� ＤＭＷＺ－００１ Ｓ Ｅ Ｐ

〃 １９‐１２０ 私、脅迫されてます ＲＫＨＤ－０２ 光 夜 蝶

選 出 区 分 定数

保険医及び保険薬剤師を代表する委員 １８人

保険者を代表する委員 １８人

公益を代表する委員 １８人

愛 媛 県 報平成２０年３月７日 第１９４４号

１４５
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大規模小売店舗において小売
業を行う者 株式会社マルナカ ーデン

株式会社キタムラ
株式会社つるや
株式会社宮脇書店

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３０９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ久米 松山市鷹子町７０番地
外 駐輪場の位置 １箇所 ５箇所 平成２０年

３月１日
平成２０年
２月２０日

荷さばき施設の位置及び面積 １０６� １２４�

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 １６２� ２４．６１�

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

生活協同組合コープ
えひめ
午前１０時から午後９
時まで
フォワード株式会社
午前１０時から午前０
時まで

生活協同組合コープ
えひめ
午前９時から午後１０
時まで
フォワード株式会社
午前１０時から午前０
時まで

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時３０分から午
前０時３０分まで

午前８時３０分から午
前０時３０分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前９時から午後９
時まで

午前６時から午後９
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２０年３月７日 第１９４４号

１４６
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�愛媛県告示第３１１号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 川之江町の１４・
１５

平成１８年度から
平成１９年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 新瀬川７ 平成１８年度から
平成１９年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２０年３月７日

�������
�愛媛県告示第３１２号
西条市下島山土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（ため池等整備事業・加納戸池地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類

� 新規土地改良事業（ため池等整備事業・加納戸池地区）計画

書の写し

� 西条市下島山土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年３月１０日から４月７日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第３１３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町緑丙６０８の１、丙６０８の２

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

�愛媛県告示第３１０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

コープひさえだ 松山市安城寺町５９７
番地外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前１０時から午後９
時まで

午前９時から午後９
時４５分まで

平成２０年
３月１日

平成２０年
２月２０日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時３０分から午
後９時１５分まで

午前８時３０分から午
後１０時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２０年３月７日 第１９４４号

１４７
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� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第３１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市別子山字弟地乙５４９番７から

同字乙５２６番４まで

旧 ６．５～１９．０ ０．０４１

新 １４．０～３５．１ ０．０３１

〃 〃 新居浜市立川町２番２２

旧 １９．０～２２．５ ０．０２３

新 １９．０～４９．０ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市別子山字弟地乙５４９番７から

同字乙５２６番４まで
平成２０年３月７日

〃 〃 新居浜市立川町２番２２ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚丹原線 西条市小松町石鎚字湯浪３７７８番３

旧 １３．８～１４．４ ０．００１

新 ２６．７～２７．０ ０．００１

愛 媛 県 報平成２０年３月７日 第１９４４号
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�愛媛県告示第３２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定による

都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・４・４西町中村線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

愛媛県新居浜市横水町及び本郷一丁目

� 使用の部分

�愛媛県告示第３１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚丹原線 西条市小松町石鎚字湯浪３７７８番３ 平成２０年３月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地３６０８番１から

同町平地５３６３番２まで

旧 ４．３～２６．１ ０．４９０

新 ９．０～４１．９ ０．４９０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
喜多郡内子町上田渡１００７番１から

同町上田渡８７５番２まで

旧 ５．２～４６．０
１３．４～２５．０

０．４５５
０．１６７

新 １３．４～２５．０ ０．１６７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 無月宇和島線
宇和島市坂下津丙６４番２５から

同市坂下津丙６４番２８まで
平成２０年３月７日

〃 〃
宇和島市坂下津甲１１６番５から

同市坂下津甲５９２番５まで
〃
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公安委員会規則

なし
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�愛媛県告示第３２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定による

都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成２０年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・４・４西町中村線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

愛媛県新居浜市西の土居町一丁目、西の土居町二丁目及び滝

の宮町

� 使用の部分

なし

�愛媛県公安委員会規則第２号
愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則を次のように定める。

平成２０年３月７日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則

少年指導委員規則（昭和６０年国家公安委員会規則第２号）第２条第１項の規定に基づき、少年指導員の活動区域を次の表のとおり定める。

活動地区 活動区域

新居浜地区
新居浜市のうち新須賀町一～三丁目、港町、若水町一・二丁目、西町、泉池町、泉宮町、中須賀町一・二丁目、宮西町、西原町一・二丁

目、田所町、徳常町、繁本町及び北新町

今 治 地 区

今治市のうち恵美須町一・二丁目、通町一・二丁目、黄金町一～三丁目、末広町一～三丁目、松本町一～三丁目、旭町一～三丁目、常盤

町一～四丁目、片原町一～三丁目、中浜町一～三丁目、本町一～三丁目、風早町一～三丁目、共栄町一～三丁目、栄町一～三丁目、室屋

町一～三丁目、米屋町一～三丁目、北宝来町一丁目、大正町一・二丁目、別宮町一丁目及び南大門町一丁目

城 南 地 区
松山市のうち一番町一～四丁目、二番町一～四丁目、大街道一・二丁目、永木町二丁目、勝山町一丁目、千舟町一～六丁目、三番町一～

六丁目、湊町一～六丁目、北立花町、河原町、柳井町一～三丁目、花園町、南堀端町及び永代町

道 後 地 区
松山市のうち道後緑台、道後多幸町、道後喜多町、道後一・二丁目、南町一丁目、岩崎町一・二丁目、道後公園、上市一・二丁目、道後

姫塚、道後湯之町、道後鷺谷町及び道後湯月町

宇和島地区
宇和島市のうち錦町、恵美須町一・二丁目、新町一・二丁目、中央町一・二丁目、丸之内一～五丁目、本町追手一・二丁目及び栄町港一

～三丁目

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

平成２０年３月７日 発行
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